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有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年６月 30 日に提出しました第 49 期(自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成

21 年３月 31 日)有価証券報告書の添付資料のうち、定款の一部に誤りがありましたので、こ

れを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を本日付で関東財務局に提出いたしました

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１.訂正事項 

 定款 

２.訂正箇所 

 訂正箇所は  を付して表示しております。 

 (取締役の責任免除) 第 25 条 

 (監査役の責任限定) 第 34 条 

 

（訂正前） 

(取締役の責任免除) 

第 25 条 当会社は、取締役（取締役であった者を含む｡）の会社法第 423 条１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限

度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 

 

（訂正後） 

(取締役の責任免除) 

第 25 条 当会社は、取締役（取締役であった者を含む｡）の会社法第 423 条第１項の責

任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める

限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 
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（訂正前） 

(監査役の責任限定) 

第 34 条 当会社は、監査役（監査役であった者を含む｡）の会社法第 423 条１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、監査役会の決議によって、法令の定める限

度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 

 

（訂正後） 

(監査役の責任免除) 

第 34 条 当会社は、監査役（監査役であった者を含む｡）の会社法第 423 条第１項の責

任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める

限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 

 

以上 


